
次期岩手県食の安全安心推進計画の基本的方向について 

１ 諮問の趣旨                                                              

本県では、令和３年３月に令和７年度を目標年次とする「岩手県食の安全安心推進計画」を策定し、食の安全安心の確保を図ってき

たところですが、令和８年度以降における食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、次期岩手県食の安全

安心推進計画を策定することとし、岩手県食の安全安心推進条例第７条第３項及び第 21 条第１項第１号の規定に基づき、食の安全安

心の確保に関する計画の基本的方向について、岩手県食の安全安心委員会に諮問するものです。 

２ 計画の位置付け                                                     

・ 岩手県食の安全安心推進条例に基づき、本県が定める基本的な計画です。 

・ 「いわて県民計画(2019～2028)」における、「V 安全 29 食の安全安心を確保し、地域に根差した食育を進めます」を具体化する 

実行計画です。 

３ 計画策定に係る手続                                                     
 ・ 計画策定に当たって、岩手県食の安全安心委員会の答申に基づき、「県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例（平成 15 年

岩手県条例第 59 号）」により、県議会の議決による承認を経るものとします。 

・ 計画策定に当たっては、パブリックコメント等を実施する等、広く県民の意見聴取に努めるものとします。 
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４ 計画策定スケジュール（予定）                                                  

５ 参考（岩手県食の安全安心推進条例）                                            

（基本計画） 

第７条 知事は、食の安全安心の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食の安全安心の確保に関する基本的な計画

（以下｢基本計画｣という。）を定めなければならない。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (１) 食の安全安心の確保に関する施策の方向 

 (２) 前号に定める事項に基づき実施すべき食の安全安心の確保に関する施策 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、岩手県食の安全安心委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

時期 内容 

令和７年６月 12 日 岩手県食の安全安心委員会（諮問） 

令和７年６月～９月 食の安全安心部会（審議）※３回を予定 

令和７年 10 月上旬 岩手県食の安全安心委員会（答申） 

令和７年 11 月～12 月 県議会 12 月定例会（報告議案提出） 

〃 パブリックコメント・地域説明会 

令和８年２月 県議会２月定例会（承認議案提出） 

令和８年３月 次期計画策定 
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